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イ　市は、設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価に相当する
金額のうち、この契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む
事業者に未払の金額相当額を支払い、本施設をそのまま所有するこ
と。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支
払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性等に鑑
み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議
により決定するものとする。また、市は、この契約の解除までに事業者
が実施した本施設の維持管理及び運営業務のサービスの対価のうち
未払の金額相当額を第６３条に定められた方法により支払うものとす
る。

イ　市は、設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価に相当する
金額のうち、この契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む
事業者に未払の金額相当額に消費税等相当額を加えた額を支払い、
本施設をそのまま所有すること。この場合において、当該支払いは、当
該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関す
る予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件につい
ては、市及び事業者の協議により決定するものとする。また、市は、こ
の契約の解除までに事業者が実施した本施設の維持管理及び運営業
務のサービスの対価のうち未払の金額相当額を第６３条に定められた
方法により支払うものとする。


